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資料1-1
総合保健福
祉計画（素
案）

8ページ

「令和４年度実施のアンケート調査について」【三浦委員】

（質問）精神科病院に入院されている方の有効回答率が17.3％と他に
比べてかなり低いのですが調査方法について今後見直しがあります
か。

【障害福祉課】

　今後、見直しについて検討します。

資料2-1
健康いばらき
２１・食育推
進計画（素
案）

17ページ

「受動喫煙対策について」【永井委員】

（ご意見）
　次期健康いばらき２１・食育推進計画に追記できれば、以下をお願い
したいです。

『茨木市では、市民等の安全及び健康的な生活環境を確保することを
目的に、路上喫煙の防止に関する条例を制定しています。受動喫煙防
止のため、条例の周知・啓発等、路上喫煙防止に必要な取り組みを進
めていきます。』

⇒現状、阪急茨木市駅前は路上喫煙者が多い状況が見受けられま
す。路上喫煙禁止地区であることを周知し、必要な施策の実施を求め
ます。

　いただいたご意見を踏まえ、関係部課とも調整し、記載内容を検討し
てまいります。

資料2-1
健康いばらき
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進計画（素
案）

46ページ

「かかりつけ医・歯科医・薬剤師の周知・啓発について」【加藤委員】

（ご質問）
　国で検討が進んでいる第８次医療計画の方向性について注視してい
ます。その中の資料を見ていた時に、「新経済・財政再生計画（令和３
年１２月２３日経済財政諮問会議）」にて、”一人の患者が同一期間に３
つの医療機関から同じ成分の処方を受けている件数【見える化】”とあ
ります。茨木市国保において、一歩進んで”同一期間に２つの医療機関
から同じ成分の処方を受けている件数”を見える化することはできない
でしょうか？
　適切なかかりつけ医・歯科医・薬局を持っていて、正しく情報開示して
いれば、これらの重複投薬は防がれるはずです。一方でこのような事
象が生じるのは、かかりつけ医・歯科医・薬剤師の周知徹底が不十分
であると考えられますし、国保としても該当患者に対して、かかりつけ
医・歯科医・薬剤師の啓発を効率的に実施できるものと考えています。
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44ページ・47
ページ

「誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備について」【加藤
委員】

（ご意見）
　現在加藤が経営している法人では、経済産業省が認定する健康経営
優良法人の取得に向けた取り組みを議論しています。

　自主的に健康づくりに取り組む団体の拡大として、この認定の取得を
支援するような施策を取り入れることで、市町村と国が一体となったより
一層効果的な施策になると考えられますので、同認定の取得支援や啓
発などもご検討いただければ幸いです。

資料3-1
いのち支える
自殺対策計
画（素案）
35ページ

「自殺対策について」【三浦委員】

（質問）
　うつ病や統合失調症等の精神疾患で自殺未遂された方は再自殺行
為の危険性が高いと思うのですが、こういうハイリスクの方への地域に
おける対策（保健所や医療機関等との連携方法、精神保健福祉相談員
等の活動など）内容を具体的に知りたい。

・保健所との連携
　医師、精神保健福祉チームとの連携は、本人の了解のもと、相談内
容等を具体的に伝え連携しています。相談の場に茨木市の精神保健福
祉士が同席することもあります。

・医療機関との連携
　相談者本人（家族等）に、かかりつけ医との連携の同意を得て、医師
やケースワーカー等と連絡をとったり、病院でのカンファレンスに茨木市
の精神保健福祉士が参加することもあります。
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「精神保健について」【永井委員】

（ご意見）
　令和６年４月１日より改正精神保健福祉法により、市町村の相談支援
の対象として、精神障がい者に加え、メンタルヘルスに課題のある方も
入ることになります。
　いのち支える自殺対策計画（第２次）の素案では、職員研修の実施が
記載されていますが、ぜひ職員の方がメンタルヘルスの課題を抱える
方への「気づき」を促し、適切な支援へ「つなげる」ことができるように人
材育成に努めていただくとともに、職員の方自身のメンタルヘルスへの
気づきも深められるようにお願いしたいと思います。

　人材育成につきましては、国、府とも重点施策とされておりますことか
らも、市としましても重点的に取組んで推進することを計画しておりま
す。
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「いのち支える自殺対策計画について」【加藤委員】

（ご質問）
　国で検討が進んでいる第８次医療計画、14ページに記載のある「ここ
ろのサポーター養成講座」について、これまでの茨木市における導入状
況（サポーターや指導者が存在するか）を教えてください。また導入して
いなければ、今後の活用についてご検討いただければ幸いです。

　　　　　　　令和５年度　第３回　健康医療推進分科会
　　　　　　　　事前ご意見・ご提案への回答
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